
 
 
 
 

「おくやみハンドブック」の配布について 

 

１ 改定の目的 

  ご遺族が行う手続きについては、令和元年 10 月より「ご遺族の方へ」とい

う冊子により案内を行ってきた。これを見やすくするとともに、令和６年４月

より不動産の相続登記の申請が義務化されたことなどを踏まえ、内容を充実

させるため、「おくやみハンドブック」として改定した。  

 

２ 主な変更点 

（１）サイズの変更（Ａ５→Ａ４） 

（２）文字フォントを１２ポイントに拡大 

（３）項目の追加 

・区民葬儀（4ｐ） 

・斎場・火葬施設（5ｐ） 

・区民相談室（12ｐ） 

・不動産相続手続き（13ｐ） 

・法定相続情報証明制度（14ｐ） 

・相続人順位（裏面） 

  

３ 配布場所 

（１）戸籍住民課、各地域センター、サービスコーナー、おくやみコーナー、 

区民相談室、 

（２）ホームページ（電子データの掲載） 

 

４ 周知方法 

（１）ホームページ 

（２）死亡届時に配布 

（３）窓口で希望者に配布 

区 民 委 員 会 資 料 

令 和 7 年 1 月 2 0 日 

地域振興部戸籍住民課 


































